
（公表日：平成22年7月30日）

ページ 項目 指摘事項
担当部署

（所管課）
措置状況  対応区分

Ｐ１９６
第５ 個別契約事務に対する結果及び意見
３．少額の委託契約事務（情報システム以外)
（１）地区公民館管理業務委託について

現行のあいまいな契約内容では，管理者によって委託業務の内
容に精粗ばらつきが生じ，その結果として委託料の妥当性を欠
く場合も出てくる。したがって，管理業務の内容を契約書に記
載すべきである。

倉敷公民館

　各地区館へ調査票を送り，その回答を参考に，共通の管理業務の内容を下記
のとおり契約書に記載いたしました。
第１条
２　乙は，甲の指示に従い下記の夜間管理業務を実施するものとする。
（１） 午後５時１５分から午後６時の間に館の開館（利用開始時間前）
（２） 電気，冷暖房等の点灯等（スイッチ点検）
（３） 利用終了後，戸締り及び火の元（ガス元栓等）管理
（４） 電気，冷暖房等の消灯等（スイッチ点検）
（５） 午後９時１５分から午後１０時の間に館の施錠
（６） 管理業務日誌の記入
（７） その他館長の指示する業務
（平成２２年４月）

措置済

Ｐ１９６
第５ 個別契約事務に対する結果及び意見
３．少額の委託契約事務（情報システム以外)
（１）地区公民館管理業務委託について

地区公民館管理業務の内容を具体化し仕様書を作成して，単価
を見直すべきである。

倉敷公民館

　管理業務の内容を具体化して仕様書を作成しました。
契約単価の見直しにつきましては，本市臨時職員（一般事務）の時間単価　９
０８円を参考に，業務時間の合計である１．５時間を掛けて１，３６２円とし
ました。そして，この単価の限度内で，今までどおり日額１，３３０円にしま
した。（平成２２年４月）

措置済
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